
様式第十五(ホ)(第十条関係) 
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注 ※印の箇所にはChief of Quarantine 

Station，Chief of Branch Quarantine 

Office，Chief of Detached Quarantine 

Office又はQuarantine Officerの字句

を記入すること。 

注 ※印の箇所には検疫所長、検疫所支所

長、検疫所出張所長又は検疫官の字句

を記入すること。 
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立
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第
二
十
九
条 

検
疫
所
長
及
び
検
疫
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職
務
を
行

う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
船
舶
、
航
空
機
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
、
建
築
物
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き

る
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び
検
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官
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こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職
務
を
行

う
と
き
は
、
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服
を
着
用
し
、
且
つ
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関

係
者
の
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


